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令和８年３月須坂市議会定例会議案説明書 

番  号 件     名 概  要  説  明 
 
報告第１号 

 
専決処分の報告について（損害賠

償の額を定めること） 

 
市の義務に属する損害賠償の額を下記のとおり

定めたので報告する。 

１ 損害賠償の原因  車両接触による電話線破

損 

２ 損害賠償の金額  11,666円 

３ 損害賠償の相手方 

  ＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

 

報告第２号 

 

専決処分の報告について（損害賠

償の額を定めること） 

 

市の義務に属する損害賠償の額を下記のとおり

定めたので報告する。 

１ 損害賠償の原因  車両接触による公会堂破

損 

２ 損害賠償の金額  33,000円 

３ 損害賠償の相手方 

  ＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ 

 

 

承認第１号 

 

専決処分の承認を求めることにつ

いて（2025年度須坂市一般会計補

正予算第６号） 

 

 

歳入歳出それぞれ26,704千円を追加する。 

  

議案第２号 

  

第六次須坂市総合計画の基本構想

の変更について 

 

 

第六次須坂市総合計画の基本構想を別冊のとお

り変更するため、議会の議決を求める。 

  

議案第３号 

  

長野広域連合規約の変更について 

 

  

 長野広域連合の令和８年度から令和12年度まで

の広域計画の策定にあたり規約を変更する。 

  

  

議案第４号 

 

辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて 

 

  

令和８年度から令和12年度までの５か年にわた

り、峰の原高原の公共的施設を整備するため、辺

地に係る総合整備計画を策定する。 

 

  

議案第５号 

  

市道の認定について 

   

 市道１路線を認定する。 

  

  

議案第６号 

  

市道の変更について 

   

 市道２路線の区域等を変更する。 

  



２ 

 

 

議案第７号 

 

 

須坂市手話言語条例の制定につい

て 

（制定内容） 

手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者に

対する理解の促進及び手話言語の普及に関し、必

要な事項を定める。 

１ 基本理念について定める。 

２ 市、市民及び事業者の責務について定める。 

３ ろう者及び手話通訳者の役割について定め

る。 

４ 施策の推進等について定める。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

 

議案第８号 

 

 

須坂市特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定める条例の

制定について 

（制定内容） 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定める。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第９号 

 

須坂市老人福祉センター条例の全

部を改正する条例について 

（改正内容） 

 須坂市老人福祉センターの指定管理者制度を廃

止し、市による直営管理に移行すること及び仁礼

コミュニティセンターとの複合施設化並びに市の

公共施設における使用料等の見直しに伴い、須坂

市老人福祉センターの設置及び管理に関し、必要

な事項を定めるため全部改正する。 

１ 名称及び位置について定める。 

２ 使用者の範囲について定める。 

３ 施設の使用及び使用料について定める。 

４ 行為の制限等について定める。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第10号 

 

須坂市名誉市民条例の一部を改正

する条例について 

（改正内容） 

様式に定める名誉市民章の記載を改めるため改

正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 



３ 

 

 

議案第11号 

 

 

須坂市議会議員及び須坂市長の選

挙における選挙運動用ポスターの

作成の公営に関する条例の一部を

改正する条例について 

（改正内容） 

公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動用ポ

スターの作成の公営に要する経費の限度額を改め

るため改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

  

議案第12号 

 

須坂市議会議員及び須坂市長の選

挙における選挙運動用ビラの作成

の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例について 

（改正内容） 

公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙運動用ビ

ラの作成の公営に要する経費の限度額を改めるた

め改正する。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

  

議案第13号 

 

須坂市行政手続条例の一部を改正

する条例について 

（改正内容） 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推

進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を

改正する法律による行政手続法の改正に伴い、不

利益処分の意見陳述手続に係る公示送達につい

て、インターネットを用いて不特定多数の者が閲

覧することができる状態に置く方法についての規

定を加えるため改正する。 

（施行期日） 

 令和８年５月21日から施行する。 

 

  

議案第14号 

 

須坂市印鑑の登録及び証明に関す

る条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正内容） 

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に

関する法律の一部を改正する法律による電気通信

事業法の改正に伴い、引用する規定を改めるため

改正する。 

（施行期日） 

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に

関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律

第46号）の施行の日から施行する。 

 

  

議案第15号 

 

須坂市特別職の職員等の給与に関

する条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正内容） 

 人事院勧告における市職員等の給与の見直し等

に伴い改正する。 

１ 令和８年度以降の６月及び12月における期末

手当の支給割合を改める。 

２ 市長の給料月額を、令和８年４月１日から令

和10年１月23日までの間、現在の減額措置によ

り算出した額から、更にその額に 100分の５を

乗じて得た額を減じた額とする。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 



４ 

 

  

議案第16号 

 

須坂市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例に

ついて 

（改正内容） 

 人事院勧告における市職員等の給与の見直しに

伴い改正する。 

（須坂市一般職の職員の給与に関する条例の一部

改正） 

第１条関係 

１ 通勤手当の上限額を引上げ、支給の区分を

規則委任に改める。 

２ 宿日直手当の額を引き上げる。 

３ 令和８年度以降の６月及び12月における期

末手当及び勤勉手当の支給割合を改める。 

４ 給料表を改める。 

（須坂市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部改正） 

第２条関係 

１ 特定任期付職員の給料月額を改める。 

２ 令和８年度以降の６月及び12月における期

末手当及び勤勉手当の支給割合を改める。 

（須坂市職員の退職手当に関する条例の一部改

正） 

第３条関係 

令和８年３⽉31⽇に退職した者等に係る職員

の退職日給料月額は、第１条の規定による改正

後の給料表に規定する額とする旨の規定を加え

る。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

 

議案第17号 

 

 

須坂市資金積立基金条例の一部を

改正する条例について 

（改正内容） 

 長野県宿泊税の導入に伴い、長野県宿泊税交付

金を活用し、観光振興を図る事業の財源に充てる

ため、須坂市宿泊税交付金基金を新設する。 

（施行期日） 

令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第18号 

 

須坂市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例につ

いて 

（改正内容） 

児童福祉法及び児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準の改正に伴い改正する。 

１ 地域限定保育士の一般制度化に伴い、保育士

の定義を改める。 

２ 引用する条項を改める。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 



５ 

 

  

議案第19号 

 

須坂市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

（改正内容） 

児童福祉法及び家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の改正に伴い改正する。 

１ 乳幼児健康診断等の結果を、保育所等の健康

診断に代替できる旨の規定を加える。 

２ 地域限定保育士の一般制度化に伴い、保育士

の定義を改める。 

３ 文言等を改める。 

４ 引用する条項を改める。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

  

議案第20号 

 

須坂市乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

（改正内容） 

児童福祉法及び乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準の改正に伴い改正する。 

１ 地域限定保育士の一般制度化に伴い、保育士

の定義を改める。 

２ 設備及び職員の基準の特例についての規定を

加える。 

３ 文言等を改める 

４ 引用する条項を改める。 

（施行期日） 

令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第21号 

 

須坂市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関

する基準を定める条例の一部を改

正する条例について 

（改正内容） 

児童福祉法及び特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の改正に伴い、地域限定保

育士が一般制度化されたことから、保育士の定義

を改める。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。 

 

  

議案第22号 

 

須坂市峰の原高原飲料水供給施設

給水条例の一部を改正する条例に

ついて 

（改正内容） 

 須坂市水道事業給水条例の改正に伴い改正す

る。 

１ 給水装置の工事の施行について、災害その他

非常の場合においては、他の水道事業者が指定

した給水装置工事事業者による工事の実施を可

能とする規定を加える。 

２ 飲料水供給施設の料金を須坂市水道事業給水

条例に準じて引き上げる。 

（施行期日） 

 公布の日から施行する。ただし、別表第１の規

定は、令和９年４月１日から施行する。 

 



６ 

 

  

議案第23号 

 

須坂市建築物における駐車施設の

附置等に関する条例の一部を改正

する条例について 

（改正内容） 

 駐車場法施行令の一部を改正する政令による標

準駐車場条例の改正に伴い、共同住宅への荷さば

きのための駐車施設の附置義務に関する規定を加

えるため改正する。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第24号 

 

須坂市水道事業給水条例の一部を

改正する条例について 

（改正内容） 

 水道事業の健全な経営と市民への安定給水を図

り、水道料金を平均9.07パーセント引き上げるた

め改正する。 

（施行期日） 

 令和９年４月１日から施行する。 

 

  

議案第25号 

 

須坂市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例について 

（改正内容） 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め

る政令等の改正に伴い改正する。 

１ 非常勤消防団員の補償基礎額を引き上げる。 

２ 非常勤消防団員の扶養に係る補償基礎額の加

算額を改める。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第26号 

 

須坂市火災予防条例の一部を改正

する条例について 

（改正内容） 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関す

る基準を定める省令の一部改正による火災予防条

例（例）の改正に伴い、改正する。 

１ 対象火気設備等の種類に簡易サウナ設備につ

いての規定を加える。 

２ 簡易サウナ設備以外のサウナ設備を一般サウ

ナ設備として定義を改める。 

３ 住宅における火災の予防を推進するための施

策に感震ブレーカーについての規定を加える。 

４ 火を使用する設備等の設置の届出について、

対象設備に簡易サウナ設備を加える。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 

  

議案第27号 

 

須坂市ふるさと納税問題第三者委

員会条例を廃止する条例について 

（廃止内容） 

須坂市ふるさと納税問題第三者委員から諮問事

項に係る報告書が提出され、委員会設置の所期の

目的は達成したことから、廃止する。 

（施行期日） 

 令和８年４月１日から施行する。 

 



７ 

 

 

議案第28号 

 

2025年度須坂市一般会計補正予算

第７号 

 

 

歳入歳出それぞれ 650,253千円を減額する。 

 

議案第29号 

 

2025年度須坂市国民健康保険特別

会計補正予算第３号 

 

 

 歳入歳出それぞれ18,402千円を追加する。 

 

議案第30号 

 

2025年度井上、幸高、九反田、中

島財産区特別会計補正予算第２号 

 

 歳入歳出それぞれ 541千円を追加する。 

  

議案第31号 

 

2025年度須坂市介護保険特別会計

補正予算第３号 

 

 歳入歳出それぞれ 265,014千円を追加する。 

 

議案第32号 

 

2025年度須坂市後期高齢者医療特

別会計補正予算第３号 

 

 歳入歳出それぞれ32,012千円を追加する。 

 

議案第33号 

 

2025年度須坂市水道事業会計補正

予算第２号 

 

 収益的収入         680千円 

〃 支出       △784千円 

 資本的収入      10,613千円 

〃 支出       1,310千円 

 をそれぞれ追加する。 

 

 

議案第34号 

 

2025年度須坂市下水道事業会計補

正予算第１号 

 

 収益的収入      25,128千円 

  〃 支出       4,686千円 

 資本的収入    △28,064千円 

  〃 支出     △1,190千円 

 をそれぞれ追加する。 

 

 

議案第35号 

 

2026年度須坂市一般会計予算 

 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

 24,250,000千円と定める。 

 

 

議案第36号 

 

2026年度須坂市国民健康保険特別

会計予算 

 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

  4,896,346千円と定める。 

 

 

議案第37号 

 

2026年度井上、幸高、九反田、中

島財産区特別会計予算 

 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

  7,585千円と定める。 

 



８ 

 

  

議案第38号 

 

2026年度須坂市介護保険特別会計

予算 

 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

  4,938,232千円と定める。 

 

 

議案第39号 

 

2026年度須坂市後期高齢者医療特 

別会計予算 

 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 

  1,064,353千円と定める。 

 

 

議案第40号 

 

2026年度須坂市水道事業会計予算 

 

 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり定

める。 

 収益的収入   1,272,066千円 

  〃 支出   1,189,559千円 

 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり定

める。 

 資本的収入     716,961千円 

  〃 支出     948,403千円 

 

 

議案第41号 

 

2026年度須坂市下水道事業会計予

算 

 

 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり定

める。 

 収益的収入   2,122,864千円 

  〃 支出   1,960,257千円 

 資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり定

める。 

 資本的収入   1,123,152千円 

  〃 支出   1,875,637千円 
 

 

議案第42号 

 

2026年度須坂市宅地造成事業会計

予算 

 

 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり定

める。 

 収益的収入       5,269千円 

  〃 支出       9,989千円 

資本的支出の予定額を、次のとおり定める。 

資本的支出      20,000千円 
 

 

議案第43号 

 

 

2025年度緊急防災・減災事業須坂

市消防署小布施分署建設建築主体

工事請負契約の締結について 

 

下記のとおり請負契約を締結するため、議会の

議決を求める。 

１ 契約の方法 

  一般競争入札による請負契約 

２ 契約の金額 

   364,650,000円 

３ 契約の相手方 

  須坂市大字日滝1122番地４ 

  株式会社中沢工務店 

  代表取締役 中澤 公治 

 


